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前文 

本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和３１年法律第１６０号）

第１０条第５項の規定に基づき定める令和８年度の岡山県における献血の推進に関する計画で

ある。 

 

第１ 令和８年度に献血により確保すべき血液の目標量及び献血者数 

国から示された岡山県が確保すべき血液の目標量は、次のとおりである。   （単位：Ｌ） 

 
全 血 献 血 成 分 献 血 

合 計 
２００ｍＬ ４００ｍＬ 血 小 板 血 漿 

 １４６  １９，８２３  ４，３５５  ９，７３７  ３４，０６１  

 (１４６) (２０，４２６) (３，９７２) (９，６０５) (３４，１５０) 

※（）内は令和７年度 

 

上記の目標量を達成するために必要とされる献血者数は次のとおりとする。  （単位：人） 

献血区分 
 
場 所 

全 血 献 血 成 分 献 血 
合 計 

２００ｍＬ ４００ｍＬ 血 小 板 血 漿 

献血ルームうらら 
（血液センター） 

１８６  ４，８３０  ３，１９５  ７，１８１  １５，３９２  

献血ルーム 
ももたろう 

４９０  １１，２２２  ４，３２６  ９，７１３  ２５，７５１  

移動採血車 ５４  ３３，５０６  － － ３３，５６０  

合  計 ７３０  ４９，５５８  ７，５２１  １６，８９４  ７４，７０３  

 (７３０) (５１，０６５) (６，８６９) (１６，８９８) (７５，５６２) 

※（）内は令和７年度 

  

～基本的事項～ 

本文は令和８年度岡山県献血推進計画である。 

なお、令和８年度岡山県献血推進計画に基づき、実際に行う事業（アクション

プラン）を項目ごとに太枠内に記載する。 
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第２ 献血に関する普及啓発その他の第１の目標量を確保するために必要な措置に関する事項 

 

１ 献血推進の実施体制と役割 

献血により得られた血液を原料とした輸血用血液製剤及び血漿分画製剤（以下「血液製剤」

という。）の安定供給を確保するため、治療に必要な血液製剤の確保が相互扶助と博愛精神に

よる自発的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正使用が求められていること

などを含め、献血や血液製剤について県民に正確な情報を伝え、その理解と献血への協力を求

めるため、教育及び啓発を行う。 

県及び市町村は、岡山県赤十字血液センター（以下、「血液センター」という。）等の関係

者の協力を得て、地域の実情に応じた取組を通じて、住民の献血への関心を高め、献血への参

加を促進する。 

県は、岡山県献血推進協議会（３０機関・団体）を設置し、血液センター、血液事業に関わ

る民間組織等と連携して、岡山県献血推進計画を策定する。このほか、献血や血液製剤に関す

る教育及び啓発を検討するとともに、民間の献血推進組織の育成等を行う。 

血液センターは、県、市町村等の関係者の協力を得て、献血者の安全に配慮するとともに、

献血者に心の充足感をもたらし、継続して献血に協力できる環境の整備を行うことが重要であ

るため、関係者と協力して効果的なキャンペーンを実施することなどにより、献血や血液製剤

に関する一層の理解を促すとともに、献血への協力を呼びかける。 

 

２ 献血推進のための施策 

(1) 普及啓発活動の実施 

ア 県民全般を対象とした普及啓発 

(ｱ) キャンペーン等の実施 

① 令和８年度「岡山県愛の血液助け合い運動」の実施 

血液事業を安定的・継続的に維持し、血液製剤の国内自給を確保するため、７月から８

月までの２か月間を「岡山県愛の血液助け合い運動」月間とし、岡山県献血推進協議会を

中心に、関係機関、団体等の協力を得て、特に若年層（１０～３０歳代）に献血への理解

と協力を呼びかける。 

月間中に「献血感謝のつどい」を開催し、献血運動の推進に功労のあった団体及び個人

に対し、県知事感謝状等の贈呈を行うとともに、献血思想の普及啓発事業を行う。 

アクションプラン 

○「岡山県愛の血液助け合い運動」月間の行事 

主 体：岡山県献血推進協議会 

１ 広報活動 

 内 容：①プロスポーツチームと連携した啓発活動の実施（学校訪問、動画やポス 

ター、ＳＮＳを用いた情報発信等） 

②岡山県献血推進協議会長メッセージ及び啓発資材を各保健所、市町村、 

血液センター等から事業所、学校等に伝達 
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③テレビ、ラジオ、新聞、各種広報誌、ＳＮＳを含むインターネット等の 

活用 

     ④保健所、市町村、後援団体でのポスター掲示 

時 期：月間中 

 （参考）令和７年度実績：オープニングセレモニー 約９０名参加 

献血キャラバン隊による啓発資材等の配布 

（県内の高校、専門学校、大学等９箇所） 

             懸垂幕の掲出：県庁舎 

             広報活動：ポスター      ４００部 

クリアファイル ２，７００部 

 

２ 「献血感謝のつどい」の開催 

内 容：長年にわたって献血推進活動に功労のあった団体等への感謝状等贈呈式 

及び記念講演会の開催 

時 期：令和８年８月上旬 

参加者：献血推進功労者、県内市町村関係者等 

（参考）令和７年度実績：表彰状及び感謝状贈呈団体等２６団体、４３名 

    記念講演演題「全国の高校で骨髄バンクドナー登録会を開催して、 

毎年１０万人の新規登録者を」 

    講師：おかやま山陽高等学校 理事長・校長 原田 一成氏 

 

 

② ｢はたちの献血｣キャンペーンの実施 

献血者が減少傾向にある冬期において、安全な血液製剤の安定供給の確保を図るため、

１月から２月までの２か月間を「はたちの献血」キャンペーン月間とし、「はたち」の若

者を中心として、広く県民各層に献血に関する理解と協力を求めるとともに、県民一人一

人に献血の重要性を普及啓発し、積極的な献血推進運動を展開する。 

アクションプラン 

○「はたちの献血」キャンペーン中の行事 

１ 「はたちの献血」キャンペーンオープニングイベント 

内 容：①岡山県赤十字血液センター１日所長委嘱式 

②献血協力団体への訪問及び岡山県献血推進協議会長メッセージを岡山県 

学生献血推進連盟加盟校へ配布する。 

主 体：岡山県献血推進協議会 

協 力：岡山県学生献血推進連盟 

時 期：令和９年１月上旬 

 

２ 広報活動 
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内 容：①テレビ、ラジオ、新聞、各種広報誌、ＳＮＳを含むインターネット等 

の活用 

②保健所、市町村でのポスター掲示 

時 期：月間中 

（参考）令和７年度実績：ＧＤＮ及び、Ｍｅｔａ（ｉｎｓｔａｇｒａｍ）でのター 

ゲティング広告の実施 

 

 

③ 各種広報媒体の活用 

テレビ、ラジオ、新聞、ＳＮＳを含むインターネット、ポスター等の各広報媒体を効果

的に活用し、献血や血液製剤に関する理解と協力を呼びかける。その際、ポスター等にお

いてはインターネット上の情報にアクセスしやすい工夫をする。 

アクションプラン 

○各種広報媒体の活用 

 内 容：あらゆる機会をとらえての積極的な献血の普及啓発広報活動。また、若年

層の献血を推進するため、デジタルリーフレット等を活用する。 

 主 体：県、血液センター、岡山県学生献血推進連盟 

 

 

④ 成分献血の推進 

近年需要が増大している免疫グロブリン製剤等の血漿分画製剤について、献血から得

られた血液を原料とすることや、多くの疾患の治療に欠かすことができないことなどを

周知するとともに、安定供給が確保されるよう、成分献血への協力を呼びかける。 

アクションプラン 

○献血ルームへの献血者の誘導 

内 容：①企業、大学等に対して成分献血への協力・連携の強化 

②ライオンズクラブ等協力団体に対して成分献血への協力・連携の強化 

③啓発資材を用いた成分献血への協力の呼びかけ 

 主 体：岡山県、保健所、市町村、血液センター 

 

 

(ｲ) 企業・団体等における献血への取組の推進 

血液センターは、県及び市町村の協力を得て、献血に協賛する企業や団体を募り、企業

等の社会貢献活動の一つとして、集団献血を含めた企業等における献血の推進を促す。 

血液センターは、献血推進活動の展開に際し、地域の実情に即した方法で企業等との連

携強化を図り、企業等における献血の推進を図るための呼びかけを行う。特に若年層の労

働者の献血促進について企業等に協力を求める。 
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アクションプラン 

○献血協力団体、企業等との連携 

内 容：岡山県愛育委員連合会､ライオンズクラブ等献血協力団体、企業等との連

携強化 

①献血会場の確保 

②定期的な移動採血車の受入れ 

③広報等を活用した献血の事前お知らせ等献血協力者の確保 

④施設見学や献血セミナー等の実施 

 主 体：県、保健所、市町村、血液センター 

 

○新たな献血協力企業等への呼びかけ 

内 容：訪問、電話、ＳＮＳを含むインターネット、企業が集まる場等での呼びか

けや「献血サポーター」への登録の推進等による新たな献血協力企業及び

団体等の掘り起こし 

主 体：県、保健所、市町村、血液センター 

 

○各種ボランティアとの連携 

内 容：岡山県青年赤十字奉仕団連絡協議会(ＳＲＣ)､青少年赤十字（ＪＲＣ）等

との連携及び研修の実施 

①献血会場の確保 

②呼びかけ等による献血協力者の確保 

③献血者への接遇補助 

主 体：県、日本赤十字社岡山県支部、血液センター、各種ボランティア団体 

 

 

(ｳ) 献血推進組織の育成等 

保健所献血推進連絡会議の開催等を通じ、管内市町村の献血推進事業に対する取組の 

   一層の活性化を図る。 

市町村においても、地域の実情に応じて献血推進協議会等を開催（未設置の市町村に 

あっては関連会議等を活用）し、献血推進の一層の活性化に努める。 

アクションプラン 

○献血推進連絡会議の開催等 

内 容：献血知識の習得、献血推進計画に係る当該地域における円滑な実施のため

     の移動採血車の効率的な運用等の協議 

主 体：保健所、市町村、血液センター 

 

○市町村・保健所献血担当課長・担当者会議の開催 

 内 容：最近の血液事業の動向や血液事業と安全対策、献血推進の取組、次年度の
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献血実施計画等について、関係者間で情報共有や討議等を行う。 

 主 体：県、保健所、市町村、日本赤十字社岡山県支部、血液センター 

 時 期：１月中 

 

 

(ｴ) 複数回献血の推進 

複数回献血の重要性や安全性について広く県民に周知する。また、献血者から継続的

な献血への協力が得られるよう、献血Ｗｅｂ会員サービス「ラブラッド」（以下、「ラ

ブラッド」という。）への登録を働きかける等により献血者へのサービスの向上を図る

とともに、平素から献血者に対し、複数回献血への協力を呼びかける。特に初回献血者

に対して、重点的に継続的な献血への協力を呼びかけるとともに、若年層に対しては、

各取組を通じて、複数回献血の推進を図る。 

アクションプラン 

○ラブラッドの組織強化 

内 容：①献血会場における資材配布や呼びかけ等によるラブラッドへの登録 

の推進。特に、大学生・専門学校生等の若年層を中心に協力を求める。 

②ラブラッド会員へのｅ－メールによる情報配信等 

③ラブラッドの会員登録及びプレ会員により献血可能年齢未満の若年 

層へのアプローチ 

  主 体：県、血液センター 

 

○献血者への各種サービスの実施 

 内 容：①魅力的なイベントまたはキャンペーン等の情報発信 

②全献血会場における和やかな雰囲気づくり 

③次回献血の予約勧奨 

④ラブラッド会員については御礼メールの配信 

主 体：血液センター 

 

○初回献血者等が抱いている不安等の払拭 

内 容：採血手順や採血後の過ごし方等について映像やリーフレットを活用した事 

前説明の強化 

主 体：血液センター 

 

○移動採血車の配車先の確保 

 内 容：過去に配車実績のある事業所やイベント等への配車 

 主 体：血液センター 

 

○県庁職員献血の実施 
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 主 体：県、血液センター 

 時 期：特に献血者が不足する５月、８月、１月頃 

 

 

イ 若年層を対象とした普及啓発 

(ｱ) 普及啓発資材の作成 

県は、岡山県教育委員会及び血液センターの協力を得て、高校生を対象に献血への協

力を依頼する啓発チラシを配布する。なお、作成にあたっては、学校等でのパソコン、

タブレット等による利用にも留意する。 

アクションプラン 

○啓発チラシ（新高校２年生用、高校卒業生用）の作成・配布 

内 容：献血が可能となる１６歳を迎えた高校２年生及び高校卒業生に対して、献

血への関心を高める啓発チラシを配布する。目に触れる機会を増やすため

デジタルリーフレット等を活用する。 

主 体：県、岡山県教育委員会、血液センター 

時 期：令和８年４月配布（新高校２年生）、令和８年２月～３月（高校卒業生） 

 （参考）令和７年度実績：デジタルリーフレットの配布（新高校２年生） 

             チラシの配布：１９，０５６部（高校卒業生） 

             ※デザイン案：岡山県学生献血推進連盟 

 

○プロスポーツチームとの連携 

 内 容：プロスポーツチームと連携した啓発活動の実施（学校訪問、動画やポス 

ター、ＳＮＳを用いた情報発信等） 

主 体：県、血液センター、プロスポーツチーム 

 

 

(ｲ) 効果的な広報手段等を活用した取組 

県及び血液センターは、ＳＮＳを含むインターネット等を主体とした情報発信により、

目に触れる機会を増やすとともに、学生献血推進ボランティア等の同世代からの働きかけ

など、実効性のある取組を行う。 

アクションプラン 

○献血推進キャラクター等の活用 

内 容：県及び血液センターのホームページ等において、献血推進キャラクター「 

けんけつちゃん」及び献血イメージアップ標語「光ってる 献血すませた 

君の顔」を活用する。 

 

○プロスポーツチームとの連携 

 ※Ｐ７ (ｱ) 普及啓発資材の作成 参照 
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○啓発チラシの作成・配布 

※Ｐ７（ｱ）普及啓発資材の作成 参照 

 

○岡山県学生献血推進連盟との連携 

※Ｐ１０（ｴ）④大学生等若年層への献血知識の普及啓発 参照 

 

 

(ｳ) 献血セミナー等の実施 

血液センターは、「献血セミナー（赤十字献血出前講座）」（以下、「献血セミナー

等」という。）を開催するとともに、体験学習の機会を積極的に設け、献血や血液製剤に

ついて正確な情報を伝え、協力の確保を図る。その推進に当たっては、県、市町村、献血

推進活動を行うボランティア組織等の協力を得る。 

また、献血セミナー等をきっかけとして献血に関心を持った献血未経験者等に、ラブラ

ッドへの登録を働きかける。 

県及び市町村は、血液センターが実施する献血セミナー等や体験学習の機会を学校等に

おいて積極的に活用してもらえるよう情報提供を行うとともに、献血推進活動を行うボラ

ンティア組織との有機的な連携を確保する。 

アクションプラン 

○高校生及び大学生等に対する「献血セミナー等」の実施 

内 容：高校生及び大学生等を対象に、献血セミナー等（Ｗｅｂ講座を含む）によ 

り、献血知識の普及に努める。 

主 体：県、日本赤十字社岡山県支部、血液センター、岡山県教育委員会 

 （参考）令和７年度実績：高校  １０校（計１３回） 

大学等  ７校（計 ７回） 

小学校  １校（計 １回） 

 

○プロスポーツチームとの連携 

 ※Ｐ７ (ｱ) 普及啓発資材の作成 参照 

 

 

(ｴ) 学校等における献血の普及啓発 

県及び血液センターは、学生献血推進ボランティアとの更なる連携を図り、学校等にお

ける献血の推進を促す。 

① 小学生を対象とした普及啓発 

アクションプラン 

○「キッズ献血（模擬献血）」の開催 

内 容：模擬献血体験を通して献血可能年齢に満たない子どもたちに、献血の手順
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やその重要性についての理解を深めてもらう。 

主 体：県、岡山県教育委員会、血液センター、岡山県学生献血推進連盟 

 （参考）令和７年度実績：３回（３日間）延べ参加人数５１８人 

 

○献血サマースクール（血液センター親子見学会）の開催 

内 容：将来の献血者として将来を支える小学５～６年生を対象に、献血や血液に

ついての知識や興味、親しみをもってもらう。 

 主 体：県、岡山県教育委員会、血液センター 

 時 期：夏季 

 （参考）令和７年度実績：６回（３日間）、参加者：２４名（２１校） 

 

○小学生向け献血啓発冊子の配布（日本赤十字社作成） 

 内 容：「みんなで学ぼう 血液のこと」 

対 象：小学４年生 

 

○小学校での献血セミナーの開催 

 内 容：授業時間を活用した献血セミナー及び移動採血車の見学 

 （参考）令和７年度実績：１回（笠岡市立笠岡小学校） 

 

 

② 中学生を対象とした普及啓発 

アクションプラン 

○献血啓発ポスターの配布（厚生労働省作成） 

内 容：中学生を対象とした献血への理解を促すポスター 

対 象：学校単位 

 

○中学生向けテキストの配布（厚生労働省作成） 

 内 容：中学生でも活動できる献血ボランティアを紹介したテキスト 

 対 象：中学１年生 

 

○中学生向け動画の周知（厚生労働省作成） 

 内 容：中学生を対象とした献血普及啓発動画 

 対 象：中学生 

 

 

③ 高校生を対象とした普及啓発 

アクションプラン 

○献血イベントへの高校生等の参加 



- 10 - 

 

内 容：献血イベント開催時に、高校生等の参加を呼びかけ、献血への理解を促進

するとともに、献血への意識付けを行う。 

 主 体：県、岡山県教育委員会、血液センター 

（参考）令和７年度実績：計１２校（専門学校、大学等含む） 

 

○高校生向けテキストの配布（厚生労働省作成） 

内 容：「けんけつ ＨＯＰ ＳＴＥＰ ＪＵＭＰ」 

 対 象：高校３年生 

 

○啓発チラシの作成・配布 

※Ｐ７（ｱ）普及啓発資材の作成 参照 

 

○「献血セミナー等」の実施 

※Ｐ８（ｳ）献血セミナー等の実施 参照 

 

○プロスポーツチームとの連携 

 ※Ｐ７ (ｱ) 普及啓発資材の作成 参照 

 

 

④ 大学生等若年層を対象とした普及啓発 

アクションプラン 

○岡山県学生献血推進連盟等の活動の支援 

「若者から若者へ」献血の普及啓発を行うことを目的に、県内の専門学校、短大、

大学等の学生有志で組織している岡山県学生献血推進連盟“Ｓ．Ｂ．Ｄ．Ｍｏｍｏ”

の活動等を支援する。 

※Ｓ．Ｂ．Ｄ．は「Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｂｌｏｏｄ Ｄｏｎａｔｉｏｎ」の略 

 内 容：啓発資材等の提供 

 主 体：県、血液センター 

 

○岡山県学生献血推進連盟との連携 

 内 容：ＳＮＳ（岡山県学生献血推進連盟所有のＩｎｓｔａｇｒａｍ）等を活用し

た献血普及啓発のための取組等を行う。 

 主 体：県、血液センター、岡山県学生献血推進連盟 

（参考）令和７年度実績：高校生向けチラシ（新２年生、卒業生用）デザイン、 

             ターゲティング広告画像のデザインの作成 

 

○岡山県学生献血推進連盟の組織強化 

内 容：構成員の増員及び新規加入校の勧誘 
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①インターネット、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ等による活動内容の紹介 

②各校ボランティア組織等への訪問による勧誘 

  主 体：県、血液センター、岡山県学生献血推進連盟 

  （参考）令和７年度実績：①Ｉｎｓｔａｇｒａｍ投稿 １０回 

             ②勧誘活動（学生連盟主催献血会場で実施） 

 

○「サマーキャンペーン」､「クリスマス献血キャンペーン」等の実施 

内 容：①着ぐるみ、衣装、飾り付け等により季節感のあるイベントの実施 

②啓発資材を用いた献血への協力の呼びかけ 

主 体：岡山県学生献血推進連盟 

時 期：①令和８年夏季、冬季  ②年間 

（参考）令和７年度実績：「サマーキャンペーン」実施（９月） 

「クリスマス献血キャンペーン」実施（１２月） 

 

○「献血セミナー等」の実施 

※Ｐ８（ｳ）献血セミナー等の実施 参照 

 

 

⑤ 学校での献血の実施 

アクションプラン 

○学生献血の実施 

内 容：献血の意義について理解を促進するとともに、将来にわたり献血者を確保

するため、献血を経験する観点から高校や専門学校、大学等で実施する。

また、学校関係者や学生献血推進ボランティア等との更なる連携を図り、

学校等における献血を推進する。（高校等への配車目標：１０校） 

主 体：県、岡山県教育委員会、血液センター 

 （参考）令和７年度実績：大学等 １８校（ ５９回） 

専門学校 ５校（  ６回） 

高校等  ７校（  ８回）※令和７年度目標：８校 

 

 

ウ 幼少期の子供とその親を対象とした普及啓発 

次世代の献血者を育てていくため、親から子へ献血や血液製剤について伝えることが重要

である。このため、県、市町村及び血液センターは、親子で一緒に献血に触れ合えるよう、

血液センター等を活用した啓発を行う。 

アクションプラン 

○啓発資材の配布 

内 容：県内の幼稚園、保育園、認定こども園等への啓発資材等の提供 
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 主 体：県、市町村、血液センター 

 

○「キッズ献血」の開催 

※Ｐ８（ｴ）①小学生を対象とした普及啓発 参照 

 

 

(2) 採血所の環境整備等 

ア 献血者が安心して献血できる環境の整備 

血液センターは、献血の受入れに際して献血申込者に不快の念を与えないよう、丁寧な処

遇をすることに特に留意する。その際、献血ができなかった者に対しては、その理由につい

て分かりやすく説明するなど、その後の献血推進への協力に繋がるよう配慮する。 

血液センターは、献血者の要望を把握し、採血後の休憩スペースを十分に確保するなど、

献血受入体制の改善に努める。また、献血者の個人情報を保護するとともに、国の適切な関

与の下で献血による健康被害に対する補償のための措置を実施するなど、献血者が安心して

献血できる環境整備を行う。 

血液センターは、特に初回献血者が抱いている不安等を軽減することはもとより、献血者

の安全確保を図ることが必要である。このため、採血の手順や採血後に十分な休憩をとる必

要性、気分が悪くなった場合の対処方法等について、映像やリーフレット等を活用した事前

説明を採血の度ごとに十分に行う。 

血液センターは、地域の特性に合わせて、献血者に安心、やすらぎを与える採血所の環境

づくり等を行い、より一層のイメージアップを図る。 

血液センターは、新興・再興感染症のまん延下の状況であっても、献血者が安心して献血

できるよう感染症対策を十分に行うとともに、献血者へ対策についての情報発信を適切に行う。 

県は、血液センターによるこれらの取組を支援する。 

アクションプラン 

○献血場所の周知及び献血の実施にあたり快適で親しみやすい雰囲気づくりの実施 

内 容：①献血ルームうらら（血液センター）の周知 

「献血ルームうらら（血液センター）周年記念イベント」の実施 

②献血ルームももたろうの周知 

「献血ルームももたろう周年記念イベント」の実施 

③献血者に喜ばれる献血処遇品の選定 

主 体：血液センター 

 

○初回献血者等が抱いている不安等の払拭 

内 容：採血手順や採血後の過ごし方等について映像やリーフレットを活用した事 

前説明の強化 

主 体：血液センター 
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イ 献血者の利便性の向上 

血液センターは、献血者の利便性に配慮しつつ、安全で安心かつ効率的に採血を行う必要

がある。このため、ライフスタイルの多様化に対応するための取組として、立地条件等を考

慮した推進活動、地域の実情に応じた献血受入時間帯の設定及び移動採血車による計画的採

血、企業や団体等の意向を踏まえた集団献血の実施、子育て世代に対応した託児スペースの

整備、ラブラッド等のＩＣＴを活用したＷｅｂ予約の推進等に積極的に取り組む。 

アクションプラン 

○移動採血車の配車計画の策定 

 主 体：県、保健所、市町村、血液センター 

 

○ラブラッドを用いたＷｅｂ予約の推進 

 主 体：県、血液センター 

 

○新たな献血協力企業等への呼びかけ 

※Ｐ４（ｲ）企業・団体等における献血への取組の推進 参照 

 

 

 

第３ その他献血の推進に関する重要事項 

 

１ 献血の推進に際し、考慮すべき事項 

(1) 血液検査による健康管理サービスの充実 

血液センターは、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際して献血者の健康管理に資す

る検査を行い、献血者の希望を確認してその結果を通知する。また、低血色素により献血がで

きなかった者に対して、看護師等による健康相談を実施する。 

アクションプラン 

○栄養指導等の実施 

内 容：低血色素により献血できなかった方に対して、看護師等から小冊子「なる 

ほど（日本赤十字社作成）」やリーフレット等を活用し、栄養指導等を行 

う。また、ラブラッド等を通じて発信する等、健康管理に資するため 

の情報提供を行う。 

主 体：血液センター 

 

○特殊製剤国内自給向上対策事業（厚生労働省公募事業）（予定） 

「Ｂ型肝炎ワクチン追加接種プログラム」 

内 容：Ｂ型肝炎の感染予防に必要な「抗ＨＢｓ人免疫グロブリン製剤」を国内自

給するため、Ｂ型肝炎ワクチンの接種により抗体陽性の方に、ワクチン追
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加接種により抗体価が上がった後の献血を推進する。 

主 体：日本赤十字社（受託事業） 

 

 

(2) 血液製剤の安全性を向上させるための対策の推進 

採血事業者は、献血者の本人確認及び問診の徹底、ＨＩＶ等の感染症の検査を目的とした献血

を防止するための措置等、善意の献血者の協力を得て、血液製剤の安全性を向上させるための対

策を推進する。 

また、医療機関における血液製剤に関する使用記録等の保管・管理についても引き続き徹底を

図る。 

アクションプラン 

○血液製剤の安全性確保対策 

 内 容：①感染症の検査を目的とした献血の防止 

②医療機関における血液製剤に関する使用記録と輸血前後の感染症検査等 

主 体：①血液センター、②医療機関 

 

 

(3) まれな血液型の血液の確保 

血液センターは、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供給を確保するため、まれな

血液型を持つ者に対し、その者の意向を踏まえ、登録を依頼する。 

 

(4) 献血者の意思を尊重した採血の実施 

血液センターは、初回献血者や献血に不安がある方に対しては、採血区分（２００ｍＬ全血

採血、４００ｍＬ全血採血又は成分採血）や採血基準を満たしていれば、いずれの採血も安全

であることについて十分な説明を行い、献血者の意思を可能な限り尊重した上で、採血区分を

決定する（なお、献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求めることは可

能である）。 

アクションプラン 

○献血者への十分な説明の実施 

内 容：初回献血者や献血に不安がある方に対して、安心して献血が行えるよう十

分な説明を行い、献血者の意思を可能な限り尊重した上で、採血区分を決

定する。 

主 体：血液センター 

 

 

(5)血液製剤の使用適正化普及事業 

血液製剤は有限な資源でもある献血血液から作られており、しかも全て国内自給でまかな

うためには、より一層医療機関における使用の適正化が必要である。 
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このため、岡山県合同輸血療法委員会を中心に、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血

液製剤の使用指針」等について、関係者の協力を得て、医療機関への周知徹底に引き続き努力

する。 

アクションプラン 

○血液製剤の使用適正化の普及 

内 容：①医療機関における適正使用 

②岡山県合同輸血療法委員会講演会の開催 

③輸血検査講習会 

主 体：①医療機関、②岡山県合同輸血療法委員会、③血液センター 

 

 

２ 輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応 

県及び血液センターは、製造販売業者等の保有する輸血用血液製剤（特に有効期間の短い血

小板製剤と赤血球製剤）の在庫水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不足が予測される

場合には、その供給に支障を来す危険性を勘案し、国の献血推進本部設置要綱（平成１７年４

月１日決定）及び日本赤十字社が策定した対応マニュアルに基づき、早急に所要の対策を講ずる。 

アクションプラン 

○血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応 

方 法：日本赤十字社からの情報に基づく在庫水準の把握及び在庫不足への対応 

主 体：県、血液センター 

 

○緊急時における献血者の確保 

 内 容：需要過多や在庫逼迫等の緊急時に県等の関係機関に献血を依頼する 

 主 体：県、市町村、血液センター 

 

 

３ 災害時等における献血の確保 

県、市町村及び血液センターは、災害時等において医療需要に応じた必要な血液量を確保でき

るよう、様々な広報手段を用いて献血への協力を呼びかける。その際、被害状況等の情報収集を

行ったうえで、献血の受入れの可否について判断するなど、献血者の安全に十分に配慮する。 

血液センターは、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との通信手段の確保、広域的な需給調

整の対応を含む事業継続計画を定める。県及び市町村は、広域的な需給調整を行う際など、その

取組を支援する。 

採血事業は、医療体制の維持に不可欠なものであることを踏まえ、血液センターは新興・再興

感染症のまん延下の状況であっても、医療需要に応じた血液製剤の安定供給を図るため、安心・

安全な献血環境の保持と献血者への感染防止を図るとともに、様々な広報手段を用いて、献血へ

の協力を呼びかける。また、県及び市町村は、その取組を支援する。 
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アクションプラン 

○災害時等における献血者の確保 

内 容：「災害時輸血用血液製剤の確保・供給マニュアル」に基づく災害時等にお

ける献血者の確保、受入及び供給体制の構築 

主 体：県、市町村、日本赤十字社岡山県支部、血液センター 

 

○新興・再興感染症のまん延下等緊急時における献血者の確保 

内 容：①献血会場における感染症対策の徹底 

②医療体制の維持のための継続的な献血の必要性の周知 

③官公庁における献血協力及び献血協力団体・個人の募集 

主 体：①血液センター、②③県、市町村、血液センター 

 

 

４ 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価 

県及び市町村は、献血推進のための施策の短期的及び長期的な効果並びに進捗状況並びに血

液センターによる献血の受入れの実績を確認し、その評価を令和９年度の献血推進計画等の作

成に当たり参考とする。また、必要に応じ、献血推進のための施策を見直す。 

 


